
特定非営利活動法人石巻市スポーツ協会地域活性化事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 特定非営利活動法人石巻市スポーツ協会は、｢一貫性のある指導体制の確立｣と地域住

民のスポーツ活動をささえ、スポーツを通じた地域コミュニティを構築するための活動拠点

となる｢総合型地域スポーツクラブ｣の創設・育成を早期に実現するため、地域の体育・スポ

ーツ活動拠点となる地区体育協会（旧支部体育協会又は、それに代わり地域を運営するスポ

ーツ組織（但し、団体会員とする。）（以下｢補助事業者｣という。）が実施する地域活性化事業

（以下｢補助事業｣という。）に要する経費について、予算の範囲内において、特定非営利活動

法人石巻市スポーツ協会活性化補助金（以下｢補助金｣という）を交付するものとし、その交

付等に係る手続き等に関する基本事項は、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付対象等） 

第２条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費及び補助額等は別表のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第３条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）をＮＰＯ法

人石巻市スポーツ会長（以下｢会長｣という。）に対し、別表に定める期日まで提出するものと

する。 

２ 前項の補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

 ① 事業計画書 

 ② 収支予算書 

 ③ その他参考となる資料 

 

（交付の決定） 

第４条 会長は、補助金交付申請書の提出があったときには、その内容を審査し、補助金を交

付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。 

２ 会長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要

な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第５条 補助金の交付の申請をした者は、第４の交付決定の内容又はこれに付された条件に不

服があるときは、当該通知を受けた日から１５日以内に申請を取り下げることができる。 

２ 前項による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

 

（事業の遂行） 

第６条 補助事業者は、補助金の交付の目的、決定の内容及びこれに付された条件に基づき事

業を遂行するとともに、最大の効果を上げるよう経費の効率的な使用に務めなければならな

い。 

 

（状況報告） 

第７条 会長は、補助事業者に対し、必要に応じて補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め

ることがある。 



（事業内容の変更） 

第８条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、

計画変更承認書（様式第２号）に会長が必要と認める書類を添えて会長に提出し、事前にそ

の承認を受けなければならない。ただし、交付決定された補助金の額に変更をきたさない変

更については、この限りではない。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者は補助事業を中止又は廃止する場合において、中止（廃止）承認書（様式

第３号）により会長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに会長に報告しその指示を受けなければならない。 

 

（実績報告書） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は廃止の承認を受けたときは、実績報告

書（様式第４号）を事業完了の日から１ヶ月を経過した日又は交付の決定のあった日の属す

る会計年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

① 事業報告書 

② 収支決算書 

③ その他参考となる資料：事業開催要項、実施記録写真、参加者名簿 

 

（補助金の額の決定） 

第１１条 会長は、第１０条の事業実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類審

査をするとともに、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助

金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、

当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１２条 会長は、第１１条の補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。た

だし、会長が補助事業等の遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払いにより交付するも

のとする。 

 

（決定の取消し） 

第１３条 会長は､補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

① 補助金を他の用途に使用した場合 

② 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

③ 事業の遂行の状況調査及び関係書類の検査を拒んだ場合 

④ その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合 

２ 前項は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１４条 会長は、第１３条により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消し



に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるも

のとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第１５条 補助事業者は、第１４条により補助金の返還を命ぜられたときは、その補助金の受

領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合における

その後の期間については、すべてに納付した額を向上した額）につき、年 10.95 パーセント

の割合で計算した加算額を、本会に納付しなければならない。 

２ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の適用については、返還を命

ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられ

た額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さか

のぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合については、補助事業者の納付

した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命

ぜられた補助金の額に充てられたものとする。 

４ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95 パーセントの割合

で計算した延滞金を本会に納付しなければならない。 

５ 前項により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未

納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（帳簿及び書類の備付け等） 

第１６条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備付け、これを補助事業の完

了又は廃止した年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（立入検査等） 

第１７条 会長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業

者から報告もしくは資料の提出を求め、又は職員としてその事務局等に立ち入らせ、帳簿、

書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることがある。 

２ 会長は、前項による検査等により、事業が補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件

に適合していないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置を取る

べきことを指示することができる。 

３ 補助事業者は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければなら

ない。 

 

（書類の提出部数） 

第１８条 この要綱により会長に提出する書類の部数は１部とする。 

 

（実施細目） 

第１９条 この要綱に定めるほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 附則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

      令和元年７月１８日一部改正 



別表（特定非営利活動法人石巻市スポーツ協会活性化事業） 

 

 地区（支部）スポーツ協会が｢一貫性のある指導体制の確立｣と｢総合型地域スポーツクラブ｣

の創設・育成に向けて実施する下記の事業とする。 

 

事業名 

 

補助対象経費限 

 

補助率又は 

補助額期 

 

①研修会 

 

会員や地域住民などを対象とした研修会の開催に係

る経費 

 

 

 

10/10 以内 

 

50,000 円以内/

地区とする。 

 

②先進地視察 

 

地域スポーツ振興に資するため、スポーツ組織の視

察・調査の実施に係る経費 

 

③研修会への派遣 

 

研修会参加に係る参加者の旅費交通費、資料購入な

どの直接要する経費 

 

④スポーツ交流大

会・スポーツ教室 

 

地域住民等を対象に開催する大会・教室に係る経費 

 

⑤企画・運営委員会

の開催 

 

①から④を実施するために開催する会議に係る経費 

 


